
凡     例 

 
◆ 資 料 

本データは関係官公庁､民間団体の提供による資料と、当区各部課で調査収集した資料からなり、

その出所については「資料・注釈一覧」に記載しております。また、各種統計調査報告書から転載

したものには、その報告書名を付記してあります。 

 

◆ 時 
本データは原則として 2019年（令和元年）以降の資料を掲載しております。 

項目名に、「年度」とあるものは会計年度（4 月から翌年 3 月まで）、「年」とあるものは暦年（1 月～

12月まで）、「基準日」とあるものは、その調査日現在の事実を示します。 
 

◆ 地 域 
特にことわりの無い限り、世田谷区を区域とするものでありますが、必要に応じて東京都（あるいは

他区市町村）の資料も掲載しております。また、世田谷区内の各地域については、以下のとおりで

す。 
 

◇世田谷地域 ： 池尻（1～3丁目、4丁目 1～32番）、三宿、太子堂、三軒茶屋、若林、世田谷、桜、 

弦巻、宮坂､桜丘、経堂、下馬、野沢、上馬、駒沢（1・2丁目） 

◇北 沢 地 域 ： 代田、梅丘、豪徳寺､代沢、池尻（4丁目 33～39番）、羽根木、大原、北沢、松原、 

赤堤、桜上水 

◇玉 川 地 域 ： 東玉川、奥沢、玉川田園調布、玉堤、等々力、尾山台、上野毛、野毛、中町、上用賀、

用賀、玉川台、玉川、瀬田、駒沢（3～5丁目）、駒沢公園、新町、桜新町、深沢 

◇砧 地 域 ： 祖師谷、千歳台、成城、船橋、喜多見、宇奈根、鎌田、岡本、大蔵、砧、砧公園 

◇烏 山 地 域 ： 上北沢、八幡山、上祖師谷、粕谷、給田、南烏山、北烏山 

 

◆ 数値のまとめ方 
数値が単位に満たないものは、四捨五入を原則としています。このため、内訳の合計値が総数と

は一致しない場合があります。単位については、原則として項目名に記載しております。 

 

◆ 符号の用法 
「０」  ： 皆無、数値なし、0.5未満、または数値はあるが単位に満たないもの 

「***」  ： 資料なし（不詳、および途中で分類が変わったものを含む） 

「Ｘ」  ： 該当数値はあるが秘密を保つため公表を差し控えた数値 
 

◆ 注 釈 
特に説明を要する個々の事項または調査の方法、計算方法等については、「資料・注釈一覧」へ

記載しています。 
 

◆ 本データについての照会先 
世田谷区 政策経営部 政策研究・調査課   電話 03-6450-9381 


